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平成２０年（行コ）第２８号 賃金等請求控訴事件 

控訴人 松岡 勲 外４名 

被控訴人 大阪府 外８名 

 

準 備 書 面（３） 

 

２００８年１２月２２日 

 

大阪高等裁判所 第１４民事部Ｄ１係御中 

 

控訴人   松 岡   勲 

 

控訴人   家 保 達 雄 

 

控訴人   志 摩   覚 

 

控訴人   末 広 淑 子 

 

控訴人   長谷川 洋 子 
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記 

 

１、被控訴人高槻市の誤り 

その主張・・「休憩時間の置かれる位置は問わない」「途中のどの段階でもよ

い」「６時間を超える前に休憩時間を置かなければとはしていないとの見解が

通説である」 

（平成２０年１１月１９日付「控訴審準備書面（３）」２頁） 

 

①（６時間の）範囲を超える繰り下げは許されない。 

「本条が（注、第３４条１項）休憩時間を具体的に特定することを要求していな

いと解するのが一般的解釈であるが、本条の規定を文字どおり解釈すれば、労働

開始後６時間を経過するまでに４５分、８時間を経過するまでに１時間の休憩を

与えることが求められるのであり、この範囲を超える繰り下げは許されない。」

（４４６頁） 

      （青木宗也、片岡昇編『労働基準法Ⅰ』清林書院、甲１２９号証） 

 

②始業・終業時刻に近接したものは、休憩時間とみなされない。 

「３４条１項が明言しているとおり、休憩時間は、『労働時間の途中』に付与さ

れなければならないから、それを始業時ないし終業時に付与することはできない

のは当然である。また、休憩の趣旨に反するほど始業・終業時刻に近接した休憩

時間は、労基法上の休憩時間とみなされないであろう。」（２０７頁） 

（西谷敏、萬井隆令編『労働法２』法律文化社、甲１３０号証） 

 

③被控訴人の主張は、労働基準法第３４条に違反 

◆労基法第３４条１項は、休憩時間の位置について具体的に特定していないが、

６時間を超えて置いていいとは言っていない。「労働開始後６時間を経過するま
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でに４５分、８時間を経過するまでに１時間の休憩を与えることが求められるの

であり、この範囲を超える繰り下げは許されない。」のは、至極当然である。 

 

◆「連続７時間労働」は明らかに労基法第３４条違反 

・控訴人４名の小学校始業後７時間経過した休憩時間の設定は明らかに違法。 

 

労基法で、あえて「６時間超える」というのは、「実態上の一勤務において、

休憩時間を４５分以上取得させる必要な連続労働時間の限界」を示したと考

えるのが妥当である。長時間労働にわたる密度の濃い継続的労働の６時間の

後に休憩を取ることができたとしても、連続労働から生ずる疲労を、途中で

軽減・回復するというねらいからは遙かに遠い。以上の通り被控訴人高槻市

の主張は失当である。 

 

・学校における休憩時間制度の意義 

学校における休憩時間制度の意義は、継続した長時間労働による肉体的精神

的疲労を回復させて、教職員の労働災害や過労による疾病や死にいたる事態

（過労死）を予防することで、労働者の健康を具体的に確保維持するための

制度である。また、教職員にとっては、教育労働の再生産、活性化のために

も時間的ゆとりを具体的に確保することは大きな意義がある。 

  

④ 小 括 

 そういった休憩時間の意義、労基法第３４条の趣旨からも、休憩時間の位置は、

勤務規則（これは民間企業における就業規則と同等である）の「午前１１時から

１４時までに置くという」基本形に近づける努力が行政当局（被控訴人高槻市及

び大阪府）に求められ、年間を通じて、始業後７時間経過した休憩時間の設定に

変更するのは、違法である。また、２００８年１０月３０日付控訴人「準備書面
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（２）」で述べたように、当日における休憩時間を変更する場合、変更より前に

休憩時間の振替先を明示しない振り替えは、労基法第３４条の趣旨から言って、

違法である。 

 

２、控訴人らに与えられた休憩時間は、「手待時間」である。 

①厚生労働省労働基準局編『労働基準法 上』 

「『休憩時間』とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働

者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう（昭２２・９・

１３ 発基第１７号）。すなわち、現実に作業はしていないが、使用者からいつ

就労の要求があるかもしれない状態で待機しているいわゆる『手待時間』は、

就労しないことが使用者から保障されていないため休憩時間ではない。」（４

５１頁） 

 

②控訴人に与えられた休憩時間帯の実態 

・控訴人松岡（中学校勤務）・・休憩時間は生徒の昼食及び昼休み中に設定。 

 この時間帯は生徒との対応が頻繁に必要。手待時間になり休憩が取れない。 

・他の控訴人４名（小学校勤務）・・休憩時間は放課後の時間帯に設定。 

 先述のように違法。この時間帯は、まだ在校する児童生徒、帰宅途中の児童生

徒もおり、突発事故の可能性がある。保護者などからの電話等の対応もある。こ

の時間帯は手待時間になり休憩時間とはなり得ない。 

 

③高槻市休憩時間取得実態調査（２００２年度）（甲２号証） 

◆「明示された休憩時間を取得できたか・・」 

 「ほとんど取得できなかった」「全く取得できなかった」の合計 

                           ７１．８％ 

   （柳川中学校７２．４％／庄所小学校９０％、／土室小学校７２．７％、 
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    竹の内小学校５２．６％、／大冠小学校７１．４％）。 

 

◆「時間の変更等で休憩時間を確保できたか・・」 

 「ほとんど取得できなかった」「全く取得できなかった」の合計 

                         ８６．１％ 

  （柳川中学校８２．２％、／庄所小学校８０％、／土室小学校８９．３％、 

   竹の内小学校８２．３％、／大冠小学校８８．２％）。 

 

◆調査結果に関する被控訴人校長の所見 

（竹下幸男柳川中学校長） 

 明示した休憩時間は取れていないという予想はあったが、実態はそれを超える

ものであった。制度の抜本的な改善か、人的配置を施す以外に方法はない。 

（恒岡善博庄所小学校長） 

 授業終了後の４５分を休憩に充てたが、児童との対応等でほとんど取得できな

かった。来年度は一斉に休憩が取れるよう十分な検討が必要。 

（高浜義則土室小学校長） 

 児童への対応や教材研究等で、なかなか取得できない現状。 

（佐竹真文竹の内小学校長） 

 電話、来客対応、教材研究等のため、とりにくかった。しかし、意識づけとし

ての効果はあった。 

（山口正孝大冠小学校長） 

 休憩時間には、児童や保護者への対応が入ることが多い。児童がいる間は休憩

をとるという意識が薄い。 

 

④吹田市の２００５年度の休憩時間実態調査（甲７７－ １号証） 

 「休憩時間が取得できない」「あまり取得できない」の合計   
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            小学校・・８８．２％、 

            中学校・・６６．７％    （回答者、いずれも校長） 

 

⑤大阪府の２００５年度休憩時間取得実態調査（甲７７－ ２号証） 

 「休憩時間が取得できている」・・０市町村 

 「概ね取得できている」・・・・１１（〃） 

 「取得できていない」・・・・・２９（〃） 

                 （府立学校を除く４０教育委員会の回答） 

                 （高槻市教委と他１市教委は回答せず。） 

            （以上は甲１２０号証「増田賢治意見陳述書」参照） 

 

⑥文部科学省の勤務実態調査（甲１００号証） 

 取得できた休憩時間と休息時間の合計・・・１日あたり８分 

 

⑦ 小 括 

 以上のように学校現場で休憩時間が取得できない実態は、控訴人らが提訴した

時期と現在と比較して何ら変わっていない。それは学校現場において、超過密な

勤務実態と休憩時間が取り得ない実態が構造的にあるからである。行政当局（被

控訴人高槻市及び大阪府）にはこのような違法状態を適法状態にしていくための

努力（休憩時間中の代替要員の配置、そのための財政措置）が要請される。 

 

３、８時間を超える勤務の際、１時間の休憩を与えられるべきである。 

 これは労基法第３４条１項の規定であり、遵守されなければならない。文部科

学省の勤務実態調査（甲９９号証～１０１号証）に示されたように教員の一勤務

日において８時間を超える超過勤務が常態であることは明白である。この調査の

代表であった小川正人放送大学教授のまとめによれば、「小学校教員の平日の学
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校での１日平均残業時間：１時間４１分、中学校の平日の学校での１日平均残業

時間：２時間１２分」であった。（「教員勤務実態調査から見える問題と課題」

教育委員会月報、２００８年８月号、甲１３１号証）このような学校現場の実態

から言って、「８時間を超える勤務の際、１時間の休憩を与えられるべき」こと

について、大阪府教委及及び高槻市教委が何らの指示を与えておらず、労基法違

反であることは明白である。被控訴人高槻市の「控訴審準備書面（３）」（２頁）

は、なぜ勤務が８時間を超えた場合、１時間の休憩時間を与える指示をしていな

いのかについて触れておらず、何ら反論になっていない。 

 

４、おわりに 

 以上、被控訴人高槻市の平成２０年１１月１９日付「控訴審準備書面（３）」

に対する反論を述べ、学校現場において休憩時間が取得できない事実をあらため

て提示するものである。周知のとおり、学校現場で教員が休憩時間を取得できな

い実態は「公然の秘密」であって、教員の生命、健康維持のためにも適正な労働

法制を確立することは、もはや焦眉の課題というほかはない。そして休憩時間の

意義や休憩時間における勤務と給特法との関連等について、誤った解釈や不適切

な拡大解釈が介在し、それらが休憩時間取得を妨げる阻害要因として働いている

のであれば、事態はなおいっそう深刻である。 

 控訴人らは、こういった事態を少しでも打開するために、司法による正しい法

的評価を得たいと強く願い、本件訴訟を提起し、また本件控訴に及んだ。 

 そういう意味でも、先に提出した萬井隆令龍谷大学法科大学院教授の鑑定意見

は、きわめて重要であると控訴人らは考える。貴裁判所におかれては、ぜひとも

萬井教授の証人採用をしていただきたく、強く要請するものである。 

 

以上 


